
消防団員の円滑かつ迅速な消防活動を図るため，消防車両を運転するために必要な免許の取得に
対して助成をする。

目 的

補助対象 補助対象者が所属する分団に配備されている消防車両の運転に必要な資格
・オートマチック限定解除
・準中型（5ｔ限定）限定解除
・中型免許取得
・準中型免許取得

要 件 免許の取得等をした年から，5年以上団員として活動が見込まれる者
対象経費 教習所入所経費

教習経費
修了・卒業検定経費

助 成 額 対象経費の合計額 ※1,000円未満切り捨て

内 容

9款1項2目01事業 消防団員自動車運転免許取得等費助成事業 新規 ・ 拡充

防災危機管理課 予算書P141  金額231千円
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